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令 和 ７ 年 12 月 姶 良 市 農 業 委 員 会 総 会  議 事 録  

1. 開催日時 : 令和７年12月25日（木） 午後１時30分～ 

2. 開催場所 : 姶良市役所 本館４階 入札室 

3. 出席委員 : 農業委員 農地利用最適化推進委員 

【農業委員】  

１番 杉尾 敏憲 １１番 本村 正一 

２番 白尾 親昭 １２番 坂元 廣幸 

３番 岩元 律子 １３番 牧野田 隆平(欠席) 

４番 森山 良久 １４番 松元 信道 

５番 山下 妙子 １５番 平 富士夫 

６番 市野 たつ子(欠席) １６番 内甑 達也  

７番 猶木 悟   

８番 市薗 由美子 １８番 宮原 千年 

９番 大重 孝司 １９番 夏田 恒 

１０番 小長野 誠(欠席)   

【農地利用最適化推進委員】 

１番 上福元 克己 ７番 橋本 好文 

２番 長野 洋一 ８番 比良 文識 

３番 松永 政裕(欠席) ９番 内村 幸雄   

４番 松元 健一(欠席)   

５番 池端 隆志 １１番 扇薗 弘行 

６番 堂前 澄男 １２番 柚木 利雄  

４．議事日程 

０１.             議事録署名委員の指名 

０２.             会議書記の指名 

０３. 議案第１号  農地法第３条の規定による許可申請の処分決定について 

０４. 議案第２号  農地転用事業計画変更申請について 

０５. 議案第３号  農地法第４条の規定による許可申請の処分決定について 

０６. 議案第４号  農地法第５条の規定による許可申請の処分決定について 

０７. 議案第５号  農地の利用目的変更届について 

０８. 議案第６号  非農地証明願について 

０９. 議案第７号  農業振興地域整備計画の変更（編入）について 

１０. 議案第８号  農地中間管理事業に係る農用地利用集積等促進計画（貸借）について 

１１.          農地中間管理事業に係る農用地利用集積等促進計画（貸借）の認可について 

１２.          農地利用集積計画(貸借)の合意解約報告 

１３.          その他 

５. 農業委員会事務局職員 

事務局長  事務局長補佐兼農地係長  農地係主幹 農地係主任主査  農地係主査 

振興係長  振興係主任主査   
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議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

姿勢を正してください。一同礼。 

 

ただいまから、令和７年１２月、 姶良市農業委員会総会を開会

いたします。 

出席農業委員は、１８名中１５名で、定足数に達しておりますの

で、本総会は、成立しております。 

 

――― 会務報告 ――― 

 

まず、会務報告について、事務局からの報告を求めます。 

 

〔事務局 報告〕 

 

――― 日程第１ 議事録署名委員の指名 ――― 

 

次に、日程第１、姶良市農業委員会 会議規則第１７条第２項に

規定する、議事録署名委員についてですが、議長から指名させてい

ただくことに、ご異議ございませんか。 

 

『異議なし』 

 

それでは、農業委員１５番、農業委員１６番に、お願いいたしま

す。 

 

――― 日程第２ 会議書記の指名 ――― 

 

次に、日程第２、会議書記の指名について、本日の会議書記に

は、事務局職員の、農地係主任主査と振興係長を指名いたします。 

これからの議案の審議では、農業委員会法第３１条規定の議事参

与の制限に該当する事案の委員は、審議開始から終了までの間、退

席をお願いし、関係議案終了後に入室、着席をお願いします。 

なお、委員本人の方々の事案については、事務局で把握できます

が、それ以外の親族等については、把握ができませんので、規定に

より申し出ていただき、退席等よろしくお願いいたします。 
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――― 日程第３ 議案第１号 ――― 

  

次に、日程第３、議案第１号、農地法第３条の規定による許可申

請の処分決定について、議題に供します。１番から７番について、

説明をお願いします。 

 

まず、１番について、事務局の説明を求めます。 

 

それでは、議案第１号、農地法第３条の規定による許可申請の処

分決定について、ご説明します。総会資料は、１～２ページです。 

今月の申請件数につきましては、７件となっております。 

先般、各担当委員におきまして、事前調査がなされ、現地調査報

告書の１ページから調査書がございますので、審議の参考としてく

ださい。 

それでは、まず、１番について説明します。 

譲受人○○、譲渡人○○、申請地は、加治木町日木山の、田が３

筆、合計面積が３，４９０㎡、売買による所有権移転です。 

以上で、１番の説明を終わります。 

 

ただいまの説明に関連して、農業委員１２番に、調査の結果並び

に補足説明をお願いします。 

 

はい、農業委員１２番です。調査報告いたします。令和７年１２

月１２日、代理人と現地で会い、申請地を調査いたしました。申請

地は、ここ数年耕作されていませんでしたが、草払いが行われてお

り、いつでも耕作できる状態になっておりました。また、譲受人が

耕作している隣接地でもあります。現在３５ａを耕作されており、

労働力は、会社員の息子と夫婦の３人です。農作業用機械は、トラ

クター、田植機、刈払機、軽トラック等揃っており、刈入れは、知

人にコンバイン刈りを委託しているとのことでした。当申請は、農

地法第３条第２項の各号に該当しないと思われますので、許可相当

と思われます。 

以上で報告を終わります。 

 

次に、２番について、事務局の説明を求めます。 

 

それでは、引き続き２番につきまして説明します。 

譲受人〇〇、譲渡人〇〇、申請地は、下名の田が４筆、深水の田

が１筆で、合計面積７，４６０㎡、贈与による所有権移転です。 
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事務局 

以上で、２番の説明を終わります。 

 

ただいまの説明に関連して、農業委員１４番に、調査の結果並び

に補足説明をお願いします。 

 

はい、農業委員１４番です。調査報告いたします。令和７年１２

月１０日、譲受人宅を訪問し、聞き取りを行い、申請地を調査いた

しました。労働力は、本人、長男夫婦の３人です。水稲１２ｈａ、

飼料作物９ｈａ、肉用牛５９頭を飼育している認定農業者でありま

す。申請地は、これまで十数年間利用権設定がされており、今回、

贈与により所有権移転するということでございます。農業用機械

は、トラクター５台、田植機、コンバイン等一式揃っております。

当申請は、農地法第３条第２項の各号に該当しないと思われますの

で、許可相当と思われます。 

 

次に、３番について、事務局の説明を求めます。 

 

それでは、引き続き３番につきまして説明します。 

譲受人〇〇、譲渡人〇〇、申請地は、蒲生町上久徳の、田が２

筆、合計面積が１，０２９㎡、贈与による所有権移転です。   

 以上で、３番の説明を終わります。 

 

ただいまの説明に関連して、農業委員７番に、次の、議案第１号

の４番とも関連がありますので、一括して調査の結果並びに補足説

明をお願いします。 

 

はい、農業委員７番です。調査報告いたします。令和７年１２月 

１７日、現地で譲受人に聞き取りを行い、申請地を調査いたしまし

た。田が２筆でありますが、１５２㎡の方は、北側の田に接してい

て、以前から○○が耕作されており、今後も耕作をお願いし、後の

方は自分で耕作するとのことでした。農業用機械は、トラクター、

軽トラック等一式揃っております。労働力は、本人と奥さんの２人

です。当申請は、農地法第３条第２項の各号に該当しないと思われ

ますので、許可相当と思われます。 

以上で報告を終わります。 

 

次に、４番について、事務局の説明を求めます。 

 

それでは、引き続き４番につきまして説明します。 
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譲受人〇〇、譲渡人〇〇、申請地は、住吉の、田が１筆、面積が

２，１０５㎡、売買による所有権移転です。                        

以上で、４番の説明を終わります。 

 

ただいまの説明に関連して、推進委員８番に、調査の結果並びに

補足説明をお願いします。 

 

はい、推進委員８番です。調査報告いたします。令和７年１２月

１５日、譲受人と現地で会い、聞き取りを行いました。申請地は、

本人が耕作している田の横で、今回購入希望に至ったとのことで

す。労働力は、本人と奥さんの２人です。農業用機械は、トラクタ

ー、田植機、ハーベスター、軽トラック、バインダー、草払機が揃

っておりますが、コンバインは人にお願いするということでした。

当申請は、農地法第３条第２項の各号に該当しないと思われますの

で、許可相当と思われます。 

 

次に、５番について、事務局の説明を求めます。 

 

それでは、引き続き５番につきまして説明します。 

譲受人〇〇、譲渡人〇〇、申請地は、西餅田の、畑が１筆、面積

が７３㎡、売買による所有権移転です。 

以上で、５番の説明を終わります。 

 

ただいまの説明に関連して、農業委員１８番に、調査の結果並び

に補足説明をお願いします。 

 

はい、農業委員１８番です。調査報告いたします。令和７年１２

月１６日、代理人の行政書士の現地での立ち合いを求め、聞き取り

を行い、申請地を調査いたしました。申請地は、譲受人の親元の隣

りにあり、きれいに野菜を作っておられました。面積が７３㎡です

ので、鍬１本で十分できるということでした。当申請は、農地法第

３条第２項の各号に該当しないと思われますので、許可相当と思わ

れます。 

以上で報告を終わります。 

 

次に、６番について、事務局の説明を求めます。 

 

それでは、引き続き６番につきまして説明します。 
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譲受人〇〇、譲渡人〇〇、申請地は、三拾町の、田が２筆、合計

面積が１，４８７㎡、贈与による所有権移転です。     

 以上で、６番の説明を終わります。 

 

ただいまの説明に関連して、農業委員５番に、調査の結果並びに

補足説明をお願いします。 

 

はい、農業委５番です。調査報告いたします。令和７年１２月 

１５日、電話にて聞き取りを行いました。 

 譲受人は、申請地を長年耕作されています。労働力は、２人で、

２５０ａほどを耕作されており、農業用機械は、トラクター、田植

機、コンバイン等すべて揃っております。当申請は、農地法第３条

第２項の各号に該当しないと思われますので、許可相当と思われま

す。 

以上で報告を終わります。 

 

次に、７番について、事務局の説明を求めます。 

 

それでは、引き続き７番につきまして説明します。 

譲受人〇〇、譲渡人〇〇、申請地は、加治木町木田の、田が１

筆、面積が２，５０４㎡です。この申請は、１２月４日開催されま

したあっせん会議におきまして、売買が成立したことに伴う所有権

移転です。 

なお、前後しますが、あっせん会議の詳細につきましては、最適

化推進会議の中で報告がございます。     

 以上で、７番の説明を終わります。 

 

ただいまの説明に関連して、農業委員２番に、調査の結果並びに

補足説明をお願いします。 

 

はい、農業委員２番です。調査報告いたします。令和７年１２月 

１０日、譲受人に申請地で聞き取りを行い、申請地を調査いたしま

した。申請地は、米の収穫がなされた後の状態のままで、取得後

も、水稲を作付けするとのことでありました。労働力は、夫婦２人

で、農業用機械は、トラクター、田植機、ハーベスター、軽トラッ

ク等を所有されております。当申請は、農地法第３条第２項の各号

に該当しないと思われますので、許可相当と思われます。 

以上で報告を終わります。 
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それでは、議案第１号、農地法第３条の規定による許可申請の処

分決定についての、１番から７番について、質疑に入ります。 

質疑のある委員は、挙手をお願いします。 

 

〔質疑・意見なし〕 

 

それでは、お諮りいたします。 

議案第１号、農地法第３条の規定による許可申請の処分決定につ

いての、１番から７番について、原案のとおり、決定することに賛

成の委員は、挙手をお願いします。 

 

〔賛成多数〕 

 

賛成多数により、議案第１号、農地法第３条の規定による許可申

請の処分決定についての、１番から７番については、原案のとお

り、決定いたしました。 

 

――― 日程第４ 議案第２号 ――― 

 

次に、日程第４、議案第２号、農地転用事業計画変更申請につい

て、議題に供します。 

 

１番について、事務局の説明を求めます。 

 

それでは、議案第２号、農地転用事業計画変更申請について、ご

説明いたします。総会資料は、３ページ、申請件数は、１件となり

ます。 

それでは、１番につきまして ご説明いたします。 

申請人は、○○、申請地が、東餅田の畑、１筆、９９㎡となって

おります。 

当初計画で、三姶ハウジング㈱が平成２８年８月５日付で宅地造

成として、５条許可を受けておりましたが、許可後、用地取得が不

調となり、今回、継承者が資材置場とする事業計画変更となってお

ります。 

この後の、議案第４号の６番で、農地法５条申請が、併せて提出

されております。 

以上で説明を終わります。 

 



8 

 

議 長 

 

 

 

委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

委 員 

 

議 長 

 

 

 

委 員 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

事務局 

 

 

ただいまの説明に関連して、推進委員８番に、議案第４号の６番

とも関連がありますので、一括して調査の結果並びに補足説明をお

願いします。 

 

はい、推進委員８番です。調査報告いたします。農地区分は、第

３種農地で、問題はありません。申請地の位置は、○○から南東

に、約３３０ｍの位置にあります。被害防除現況としましては、東

が宅地、西が市道、南が市道、北が水路です。申請実現の確実性と

しましては、自己資金証明もあり、確実です。条件・特記事項は、

特にありません。総合意見としまして、転用許可基準の立地及び一

般基準について調査の結果、現地調査委員としましては、許可意見

であります。 

以上で報告を終わります。 

 

これより、議案第２号、農地転用事業計画変更申請について、質

疑に入ります。 

 

質疑のある委員は、挙手をお願いします。 

 

〔質疑・意見なし〕 

 

それでは、お諮りいたします。 

議案第２号、農地転用事業計画変更申請について、原案のとおり

意見決定と許可することに、賛成の委員は挙手をお願いします。 

 

〔賛成多数〕 

 

賛成多数により、議案第２号、農地転用事業計画変更申請につい

ては、原案のとおり意見決定と許可が、決定いたしました。 

 

――― 日程第５ 議案第３号 ――― 

 

次に、日程第５、議案第３号、農地法第４条の規定による許可申

請の処分決定について、議題に供します。 

１番について、事務局の説明を求めます。 

 

それでは、議案第３号、農地法第４条の規定による許可申請の処

分決定について、ご説明いたします。総会資料は４ページ、申請件

数については、１件となります。 



9 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

委 員 

 

議 長 

 

 

 

 

委 員 

 

議 長 

 

 

それでは、１番につきまして ご説明いたします。 

申請人は、○○、申請地は、北山の田、１筆、３，９３１㎡で

す。農地区分は、第２種農地、転用目的は、山林となっておりま

す。 

参考資料の８ページに始末書が添付されておりますが、令和３年

１０月に田としての管理が難しかったことから、農地法を理解しな

いまま許可を得ず、クヌギを植えてしまった旨が記載されており、

今回、追認で許可を得ようとするものです。 

以上で説明を終わります。 

 

ただいまの説明に関連し、農業委員１６番に、調査の結果並びに

補足説明をお願いします。 

 

はい、農業委員１６番です。調査報告いたします。農地区分は、

第２種農地でありますが、その他の農地に該当するため、問題はあ

りません。申請地の位置は、○○から北東に、約７７０ｍの位置に

あります。被害防除現況としましては、東が市道、西が山林、南が

水路、北が山林です。申請実現の確実性としましては、すでに転用

済のため、確実です。条件・特記事項は、特にありません。総合意

見としまして、転用許可基準の立地及び一般基準について調査の結

果、現地調査委員としましては、許可意見であります。 

以上で報告を終わります。 

 

これより、議案第３号、農地法第４条の規定による許可申請の処

分決定について、質疑に入ります。 

質疑のある委員は、挙手をお願いします。 

 

〔質疑・意見なし〕 

 

 それでは、お諮りいたします。 

議案第３号、農地法第４条の規定による許可申請の処分決定につ

いて、原案のとおり許可することに賛成の委員は挙手をお願いしま

す。 

 

〔賛成多数〕 

 

賛成多数により、議案第３号、農地法第４条の規定による許可申

請の処分決定については、原案のとおり意見決定と許可が、決定い

たしました。 
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――― 日程第６ 議案第４号 ――― 

 

次に、日程第６、議案第４号、農地法第５条の規定による許可申

請の処分決定について、議題に供します。１番から１３番につい

て、説明をお願いします。 

 

まず、１番について、事務局の説明を求めます。 

 

それでは、議案第４号、農地法第５条の規定による許可申請の処

分決定についてご説明いたします。総会資料は、５ぺージから８ペ

ージでございます。今月の申請件数につきましては、１３件となっ

ております。 

それでは、１番につきまして、ご説明いたします。 

借人は、○○、貸人は、○○、土地の所在は、加治木町日木山、

畑が１筆の、面積が１，３９３㎡です。権利の内容は、使用貸借

権、農地区分は、農用地区域内農地、転用目的は、現場事務所・資

材置場で、申請理由は、県の畑地帯総合整備事業の工事のため、工

事現場事務所、コンテナ倉庫の設置と資材置場として使用したいと

のことです。 

こちらの申請は、一時転用で、期限が令和８年７月８日までとな

っております。また、工事終了後、農地に復元することを条件に付

します。 

こちらは、農用地区域内農地のため、県農業委員会ネットワーク

機構への意見聴取案件となります。 

以上で説明を終わります。 

 

ただいまの説明に関連して、農業委員１２番に、調査の結果並び

に補足説明をお願いします。 

 

はい、農業委員１２番です。調査報告いたします。農地区分は、

農用地区域内農地でありますが、不許可の例外である一時転用に該

当するため、問題はありません。申請地の位置は、○○から南東

に、約２，４７０ｍの位置です。被害防除現況としましては、東が

畑、西が農道、南が畑、北が里道です。申請実現の確実性としまし

ては、現状のまま使用するため、確実です。条件および特記事項

は、工事終了後、農地に復元すること。（令和８年７月８日まで）

総合意見としまして、転用許可基準の立地及び一般基準について調

査の結果、県農業委員会ネットワーク機構への意見徴収案件とし

て、現地調査委員としましては、許可意見であります。 
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議 長 
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議 長 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

以上で報告を終わります。 

 

次に、２番について、事務局の説明を求めます。 

 

それでは、２番につきまして、ご説明いたします。 

譲受人（借人）は、○○、譲渡人（貸人）は、○○、他１名、土

地の所在は、平松、畑が１筆の、面積が１７８㎡です。権利の内容

は、所有権移転、農地区分は、第３種農地、転用目的は、宅地造成

で、申請理由は、宅地造成（２区画）を計画・利用したいとのこと

です。 

こちらの申請は、隣接地７４４９の宅地４９５．７９㎡と一体利

用で、全事業面積が６７３．７９㎡となります。 

以上で説明を終わります。 

 

ただいまの説明に関連して、農業委員９番に、調査の結果並びに

補足説明をお願いします。 

 

はい、農業委員９番です。調査報告いたします。農地区分は、第

３種農地で、問題はありません。申請地の位置は、○○から南東

に、約４９０ｍの位置にあります。被害防除現況としましては、東

が市道、西が畑、南が畑と宅地、北が市道です。申請実現の確実性

としましては、自己資金証明もあり、確実です。条件・特記事項

は、特にありません。総合意見としまして、転用許可基準の立地及

び一般基準について調査の結果、現地調査委員としましては、許可

意見であります。 

以上で報告を終わります。 

 

次に、３番について、事務局の説明を求めます。 

 

それでは、３番につきまして、ご説明いたします。 

譲受人（借人）は、○○、他1名、譲渡人（貸人）は、○○、土

地の所在は、永池町、畑が１筆の、面積が３５６㎡です。権利の内

容は、所有権移転で、農地区分は、第３種農地、転用目的は、一般

住宅で、申請理由は、借家住まいで手狭になったため、一般住宅を

建築したいとのことです。 

以上で説明を終わります。 

 

ただいまの説明に関連して、農業委員９番に、調査の結果並びに

補足説明をお願いします。 
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議 長 

 

事務局 

 

はい、農業委員９番です。調査報告いたします。農地区分は、第

３種農地で、問題はありません。申請地の位置は、○○から西に、

約２６０ｍの位置にあります。被害防除現況としましては、東が畑

と市道、西が宅地、南が宅地、北が市道です。申請実現の確実性と

しましては、融資証明もあり、確実です。条件・特記事項は、特に

ありません。総合意見としまして、転用許可基準の立地及び一般基

準について調査の結果、現地調査委員としましては、許可意見であ

ります。 

以上で報告を終わります。 

 

次に、４番について、事務局の説明を求めます。 

 

それでは、４番につきまして、ご説明いたします。 

譲受人（借人）は、○○、譲渡人（貸人）は、○○、土地の所在

は、東餅田、畑が１筆の、面積が１８８㎡です。権利の内容は、所

有権移転で、農地区分は、第３種農地、転用目的は、一般住宅で、

申請理由は、現在借家住まいのため、自己用住宅を建築したいとの

ことです。 

こちらの申請は、隣接地４０４０の宅地３６１．９６㎡と一体利

用で、全事業面積が５４９．９６㎡となります。 

以上で説明を終わります。 

 

ただいまの説明に関連して、農業委員１４番に、調査の結果並び

に補足説明をお願いします。 

 

はい、農業委員１４番です。調査報告いたします。農地区分は、

第３種農地で、問題はありません。申請地の位置は、○○から南東

に、約２９０ｍの位置にあります。被害防除現況としましては、東

が田と宅地、西が宅地、南が宅地、北が宅地です。申請実現の確実

性としましては、融資証明もあり、確実です。条件・特記事項は、

特にありません。総合意見としまして、転用許可基準の立地及び一

般基準について調査の結果、現地調査委員としましては、許可意見

であります。 

以上で報告を終わります。 

 

次に、５番について、事務局の説明を求めます。 

 

それでは、５番につきまして、ご説明いたします。 
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譲受人（借人）は、○○、譲渡人（貸人）は、○○、他７名、土

地の所在は、西餅田、田が１筆の、面積が２，３７１㎡です。権利

の内容は、所有権移転で、農地区分は、第３種農地、転用目的は、

駐車場で、申請理由は、月極駐車場を運営することで、自己の生活

安定を図りたいとのことです。 

こちらの申請は、駐車場のため、工事の完了報告があった日から

３年間６か月ごとに事業の実施状況を報告することを許可書の条件

に付します。 

以上で説明を終わります。 

 

ただいまの説明に関連して、推進委員８番に、調査の結果並びに

補足説明をお願いします。 

 

はい、推進委員８番です。調査報告いたします。農地区分は、第

３種農地で、問題はありません。申請地の位置は、○○から南東

に、約３８０ｍの位置にあります。被害防除現況としましては、東

が県道、西が市道、南が宅地、北が宅地と私道です。申請実現の確

実性としましては、自己資金証明もあり、確実です。条件・特記事

項は、特にありません。総合意見としまして、転用許可基準の立地

及び一般基準について調査の結果、現地調査委員としましては、許

可意見であります。 

以上で報告を終わります。 

 

 次に、６番について、事務局の説明を求めます。 

 

それでは、６番につきまして、ご説明いたします。 

譲受人（借人）は、○○、譲渡人（貸人）は、○○、土地の所在

は、東餅田、畑が１筆の、面積が９９㎡です。権利の内容は、所有

権移転で、農地区分は、第３種農地、転用目的は、資材置場で、申

請理由は、築３５年の住宅をリフォームしながら、住み続けている

ため、その部品置場として利用したいとのことです。 

こちらの申請は、議案第２号の１番との関連案件でございます。

こちらは、資材置場のため、工事の完了報告があった日から３年

間６か月ごとに事業の実施状況を報告することを許可書の条件に

付します。 

以上で説明を終わります。 
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議 長 
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本件につきましては、議案第２号の１番で、推進委員８番より報

告済でありますので、調査の結果並びに補足説明につきましては、

省略いたします。 

 

次に、７番について、事務局の説明を求めます。 

 

それでは、７番につきまして、ご説明いたします。 

譲受人（借人）は、○○、譲渡人（貸人）は、○○、土地の所在

は、加治木町木田、畑が１筆の、面積が３４８㎡です。権利の内容

は、所有権移転で、農地区分は、第３種農地、転用目的は、駐車場

で、申請理由は、自社展示場に近いため、自社駐車場として利用し

たいとのことです。 

こちらは、隣接地２１５６－１の雑種地２９０㎡、２１５５の雑

種地６３０㎡、２１００－３の宅地５７．９㎡、２１００－２の宅

地７２．７２㎡と一体利用で、全事業面積が１，３９８．６２㎡と

なります。 

こちらの申請は、駐車場のため、工事の完了報告があった日から

３年間６か月ごとに事業の実施状況を報告することを許可書の条件

に付します。 

以上で説明を終わります。 

 

ただいまの説明に関連して、農業委員８番に、調査の結果並びに

補足説明をお願いします。 

 

はい、農業委員８番です。調査報告いたします。農地区分は、第

３種農地で、問題はありません。申請地の位置は、○○から北に約

１２０ｍの位置にあります。被害防除現況としましては、東が雑種

地、西が宅地、南が雑種地、北が雑種地です。申請実現の確実性と

しましては、自己資金証明もあり、確実です。条件・特記事項は、

特にありません。総合意見としまして、転用許可基準の立地及び一

般基準について調査の結果、現地調査委員としましては、許可意見

であります。 

以上で報告を終わります。 

 

次に、８番について、事務局の説明を求めます。 

 

それでは、８番につきまして、ご説明いたします。 

譲受人（借人）は、○○、譲渡人（貸人）は、○○、土地の所在

は、鍋倉、田が１筆の、面積が６４６㎡です。権利の内容は、所有
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権移転で、農地区分は、第２種農地、転用目的は、蓄電池設置で、

申請理由は、蓄電池（４機）を設置し、利用するためです。 

こちらの申請地は、南側の田に流れる用水路があるため、用水路

に除草剤などを流入させないことを許可書の条件に付します。 

以上で報告を終わります。 

 

ただいまの説明に関連して、農業委員７番に、調査の結果並びに

補足説明をお願いします。 

 

はい、農業委員７番です。調査報告いたします。農地区分は、第

２種農地でありますが、その他の農地に該当するため、問題はあり

ません。申請地の位置は、○○から北東に、約５９０ｍの位置にあ

ります。被害防除現況としましては、東が雑種地、西が市道と里

道、南が雑種地、北が田です。申請実現の確実性としましては、自

己資金証明もあり、確実です。条件・特記事項は、用水路に、除草

剤などを流入させないこと。総合意見としまして、転用許可基準の

立地及び一般基準について調査の結果、現地調査委員としまして

は、許可意見であります。 

以上で報告を終わります。 

 

次に、９番について、事務局の説明を求めます。 

 

それでは、９番につきまして、ご説明いたします。 

譲受人（借人）は、○○、他１名、譲渡人（貸人）は、○○、土

地の所在は、船津、田が１筆の、面積が４６２㎡です。権利の内容

は、所有権移転、農地区分は、第１種農地、転用目的は、一般住宅

で、申請理由は、現在借家住まいのため、一般住宅を建築したいと

のことです。 

また、こちらの申請は、第1種農地のため、県農業委員会ネット

ワーク機構への意見聴取案件となります。 

以上で説明を終わります。 

 

ただいまの説明に関連して、農業委員７番に、調査の結果並びに

補足説明をお願いします。 

 

はい、農業委員７番です。調査報告いたします。農地区分は、第

１種農地でありますが、第１種農地の不許可の例外である集落接続

施設に該当するため、問題はありません。申請地の位置は、○○か

ら西に、約５６０ｍの位置にあります。被害防除現況としまして
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は、東が市道、西が宅地と畑、南が市道、北が宅地です。申請実現

の確実性としましては、融資証明もあり、確実です。条件・特記事

項は、特にありません。総合意見としまして、転用許可基準の立地

及び一般基準について調査の結果、県農業委員会ネットワーク機構

への意見徴収案件として、現地調査委員としましては、許可意見で

あります。 

以上で報告を終わります。 

 

次に、１０番について、事務局の説明を求めます。 

 

それでは、１０番につきまして、ご説明いたします。 

譲受人（借人）は、○○、譲渡人（貸人）は、○○、土地の所在

は、加治木町木田、田が１筆の、面積が１８１㎡です。権利の内容

は、所有権移転、農地区分は、第３種農地、転用目的は、一般住宅

で、申請理由は、申請地を取得し、一般住宅を建築するとのことで

す。 

こちらは、隣接地１１８０－２７の用悪水路２１㎡と一体利用

で、全事業面積が２０２㎡となります。 

以上で説明を終わります。 

 

ただいまの説明に関連して、農業委員８番に、調査の結果並びに

補足説明をお願いします。 

 

はい、農業委員８番です。調査報告いたします。農地区分は、第

３種農地で問題はありません。申請地の位置は、○○から南西に、

約２６０ｍの位置にあります。被害防除現況としましては、東が農

道、西が田、南が市道、北が宅地です。申請実現の確実性としまし

ては、融資証明もあり、確実です。条件・特記事項は、特にありま

せん。総合意見としまして、転用許可基準の立地及び一般基準につ

いて調査の結果、現地調査委員としましては、許可意見でありま

す。 

以上で報告を終わります。 

 

次に、１１番について、事務局の説明を求めます。 

 

それでは、１１番につきまして、ご説明いたします。 

譲受人（借人）は、○○、譲渡人（貸人）は、○○、他２名、土

地の所在は、田が１筆の、面積が２９５㎡です。権利の内容は、所

有権移転、農地区分は、第３種農地、転用目的は、一般住宅で、申
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事務局 

 

 

 

議 長 

 

 

委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

委 員 

 

 

 

 

 

 

請理由は、現在借家で手狭のため、自己住宅を建築したいとのこと

です。 

以上で説明を終わります。 

 

ただいまの説明に関連して、農業委員１４番に、調査の結果並び

に補足説明をお願いします。 

 

はい、農業委員１４番です。調査報告いたします。農地区分は、

第３種農地で、問題はありません。申請地の位置は、○○から南東

に、約２１０ｍの位置にあります。被害防除現況としましては、東

が私道、西が市道、南が市道、北が宅地と私道です。申請実現の確

実性としましては、融資証明もあり、確実です。条件・特記事項

は、特にありません。総合意見としまして、転用許可基準の立地及

び一般基準について調査の結果、現地調査委員としましては、許可

意見であります。 

以上で報告を終わります。 

 

次に、１２番について、事務局の説明を求めます。 

 

それでは、１２番につきまして、ご説明いたします。 

譲受人（借人）は、○○、譲渡人（貸人）は、○○、土地の所在

は、西餅田、田が１筆の、面積が６２７㎡です。権利の内容は、所

有権移転、農地区分は、第３種農地、転用目的は、宅地造成で、申

請理由は、事業継続のため、申請地を宅地造成（２区画）として計

画したいとのことです。 

こちらは、隣接地３５８７－１４の宅地５０．９４㎡と一体利用

で、全事業面積が６７７．９４㎡となります。 

以上で説明を終わります。 

 

ただいまの説明に関連して、農業委員９番に、調査の結果並びに

補足説明をお願いします。 

 

はい、農業委員９番です。調査報告いたします。農地区分は、第

３種農地で、問題はありません。申請地の位置は、○○から東に、

約１６０ｍの位置にあります。被害防除現況としましては、東が水

路、西が宅地、南が宅地と私道、北が宅地と水路です。申請実現の

確実性としましては、融資証明もあり、確実です。条件・特記事項

は、特にありません。総合意見としまして、転用許可基準の立地及
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委 員 

 

議 長 

 

 

 

 

委 員 

び一般基準について調査の結果、現地調査委員としましては、許可

意見であります。 

以上で報告を終わります。 

 

次に、１３番について、事務局の説明を求めます。 

 

それでは、１３番につきまして、ご説明いたします。 

譲受人（借人）は、○○、譲渡人（貸人）は、○○、土地の所在

は、加治木町反土、田が２筆の、合計面積が８５１㎡です。権利の

内容は、所有権移転、農地区分は、第３種農地、転用目的は、建売

住宅で、申請理由は、建売住宅（３棟）を計画・販売し、住宅供給

を増加させたいとのことです。 

以上で説明を終わります。 

 

ただいまの説明に関連して、推進委員１１番に、調査の結果並び

に補足説明をお願いします。 

 

はい、推進委員１１番です。調査報告いたします。農地区分は、

第３種農地で、問題はありません。申請地の位置は、○○から南東

に、約３３０ｍの位置にあります。被害防除現況としましては、東

が宅地、西が水路、南が田、北が市道と宅地です。申請実現の確実

性としましては、自己資金証明もあり、確実です。条件・特記事項

は、特にありません。総合意見としまして、転用許可基準の立地及

び一般基準について調査の結果、現地調査委員としましては、許可

意見であります。 

以上で報告を終わります。 

 

これより、議案第４号、農地法第５条の規定による許可申請の処

分決定についての、１番から１３番について、質疑に入ります。質

疑のある委員は、挙手をお願いします。 

 

〔質疑・意見なし〕 

 

それでは、お諮りいたします。 

議案第４号、農地法第５条の規定による許可申請の処分決定につ

いての、１番から１３番について、原案のとおり許可することに賛

成の委員は挙手をお願いします。 

 

〔賛成多数〕 
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委 員 

 

賛成多数により、議案第４号、農地法第５条の規定による許可申

請の処分決定についての、１番から１３番については、原案のとお

り意見決定及び許可が決定いたしました。 

 

――― 日程第７ 議案第５号 ――― 

 

次に、日程第７、議案第５号、農地の利用目的変更届について、

議題に供します。 

 

１番について、事務局の説明を求めます。 

 

それでは、議案第５号、農地の利用目的変更届について、ご説明

いたします。 

総会資料は、９ページです。申請件数が、１件となっておりま

す。 

それでは、１番につきましてご説明いたします。 

申請人は、○○、土地の所在は、蒲生町白男の田、１筆、面積 

５８８㎡です。農地区分は農用地区域内農地と判断されます。鳥獣

害もあり耕作者が見つからず、自分で管理できる畑として、利用し

たいとのことです 

以上で説明を終わります。 

 

ただいまの説明に関連して、農業委員７番に、調査の結果並びに

補足説明をお願いします。 

 

はい、農業委員７番です。調査報告いたします。農地区分は、農

用地区域内農地であります。申請地の位置は、○○から南に約 

１１０ｍの位置にあります。被害防除現況は、東が水路、西が農

道、南が田、北が水路です。申請実現の確実性としましては、営農

計画書もあり、確実です。条件・特記事項は、特にありません。総

合意見として、現地調査委員としましては、承認意見であります。 

以上で報告を終わります。 

 

これより、議案第５号、農地の利用目的変更届について、質疑に

入ります。 

質疑のある委員は、挙手をお願いします。 

 

〔質疑・意見なし〕  
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それでは、お諮りいたします。議案第５号、農地の利用目的変更

届について、原案のとおり承認することに賛成の委員は、挙手をお

願いします。 

 

〔賛成多数〕 

 

賛成多数により、議案第５号、農地の利用目的変更届について

は、原案のとおり承認することに、決定しました。 

 

――― 日程第８ 議案第６号 ――― 

 

次に、日程第８、議案第６号、非農地証明願について、議題に供

します。１番と２番について、説明をお願いします。 

 

まず、１番について、事務局の説明を求めます。 

 

それでは、議案第６号、非農地証明願について、ご説明いたしま

す。総会資料は、１０ページです。申請件数は、２件となっており

ます。 

それでは、１番につきましてご説明いたします。 

申請人は ○○、申請地は、加治木町木田の畑、１筆、面積２６

㎡です。農地区分は第３種農地、現況は宅地であります。昭和６２

年２月から、宅地として利用されているとのことで、非農地証明願

が提出されております。 

以上で説明を終わります。 

 

ただいまの説明に関連して、農業委員８番に、調査の結果並びに

補足説明をお願いします。 

 

はい、農業委員８番です。調査報告いたします。農地区分は、第

３種農地であります。申請地の位置は、○○から南に約４０ｍの位

置にあります。申請のとおり、宅地となってから３８年程度経って

いると認められます。被害防除現況は、東が宅地、西が市道、南が

宅地、北が宅地です。非農地として認定するやむを得ない理由は、

宅地となってから２０年以上経過しており、やむを得ないものと認

めます。条件・特記事項は、特にありません。総合意見として、現

地調査委員としましては、承認意見であります。 

以上で報告を終わります。 
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議 長 

 

 

 

 

 

次に、２番について、事務局の説明を求めます。 

 

それでは、２番につきまして、ご説明いたします。 

申請人は、○○、申請地は、加治木町反土の田、２筆、面積 

６２４㎡です。農地区分は第３種農地、現況は宅地であります。平

成１０年１月から、宅地として利用されているとのことで、非農地

証明願が提出されております。 

以上で説明を終わります。 

 

ただいまの説明に関連して、推進委員１１番に、調査の結果並び

に補足説明をお願いします。 

 

はい、推進委員１１番です。調査報告いたします。農地区分は、

第３種農地であります。申請地の位置は、○○から東に約５００ｍ

の位置にあります。被害防除現況は、東が宅地、西が市道、南が県

道、北が雑種地です。非農地として認定するやむを得ない理由は、

宅地となってから２０年以上経過しており、やむを得ないものと認

めます。条件・特記事項は、特にありません。総合意見として、現

地調査委員としましては、承認意見であります。 

以上で報告を終わります。 

 

これより、議案第６号、非農地証明願についての、１番と２番に

ついて、質疑に入ります。 

質疑のある委員は、挙手をお願いします。 

 

〔質疑・意見なし〕  

 

それでは、お諮りいたします。議案第６号、非農地証明願につい

ての、１番と２番について、原案のとおり承認することに賛成の委

員は、挙手をお願いします。 

 

〔賛成多数〕 

 

賛成多数により、議案第６号、非農地証明願についての、１番と

２番については、原案のとおり承認することに、決定しました。 
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――― 日程第９ 議案第７号 ――― 

 

次に、日程第７、議案第５号、農業振興地域整備計画の変更（編

入）について、議題に供します。 

 

１番について、事務局の説明を求めます。 

 

それでは、議案第７号、農業振興地域整備計画の変更（編入）に

ついて、ご説明いたします。総会資料は、１１ページでございま

す。この議案につきましては、農業振興地域整備計画変更申請が市

長部局に提出され、この変更計画に対して、市長から意見を求めら

れたものであります。今月の申請件数につきましては、編入が１件

となっております。 

それでは、１番につきましてご説明いたします。 

先般、担当委員と農業振興地域整備促進協議会委員におきまして

事前調査がなされております。申請人は、姶良市耕地課、変更区分

は、農用地区域編入。土地の所在は、蒲生町上久徳の田が１筆で、

面積は７０７㎡。申請理由は、県営土地改良事業の受益地となるた

めの編入であります。こちらの申請地は、ほ場整備と暗きょ排水を

計画しています。 

以上で説明を終わります。 

 

ただいまの説明に関連して、農業委員７番に、調査の結果並びに

補足説明をお願いします。 

 

はい、農業委員７番です。調査報告いたします。農地区分は、農

用地区域内農地であります。申請地の位置は、○○から北東に約 

９１０ｍの位置にあります。被害防除現況は、東が里道、西が里

道、南が里道、北が水路です。申請実現の確実性としましては、本

人の要望もあり、農用地区域に編入し、基盤整備を行い、田として

利用するため、確実です。条件・特記事項は、特にありません。総

合意見として、現地調査委員としましては、承認意見であります。 

以上で報告を終わります。 

 

これより、議案第７号、農業振興地域整備計画の変更（編入）に

ついて、質疑に入ります。 

 

質疑のある委員は、挙手をお願いします。 
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〔質疑・意見なし〕  

 

それでは、お諮りいたします。議案第７号、農業振興地域整備計

画の変更（編入）について、原案のとおり承認することに賛成の委

員は、挙手をお願いします。 

 

〔賛成多数〕 

 

賛成多数により、議案第７号、農業振興地域整備計画の変更（編

入）については、原案のとおり承認することに、決定しました。 

 

――― 日程第１０ 議案第８号 ――― 

 

それでは、日程第１０ 議案第８号、農地中間管理事業に係る農

用地利用集積等促進計画（貸借）について、議題に供します。 

１番から１５９番について、事務局からの説明を求めます。 

 

それでは、議案第８号、農地中間管理事業に係る農用地利用集積

等促進計画について、ご説明します。総会資料の1２ページをご覧

ください。 

契約の始期は、令和８年２月１日を予定しております。新規 

１５８筆、合計面積２１１，１１０㎡、うち契約期間満了に伴う再

契約が１２１筆の、１７２，８９７㎡です。また、耕作者変更が１

筆、面積が１，５９４㎡となっております。契約年数につきまして

は、２年間が１件、５年間が１８件、１０年間が８１件、変更に伴

う残存期間が１件となっております。契約の詳細につきましては、

１３ページから２１ページに記載しておりますのでご確認くださ

い。 

なお、農政課への「地域計画」にかかる意見照会につきまして

は、貸借予定地１５９筆中１５９筆が地域計画区域内であり、計画

への支障なしとの回答がありましたことを報告いたします。 

また、耕作者の要件につきましては、営農計画書による調査、農

政コーディネーター等からの聞き取りを基に確認を行っておりま

す。 

議事参与です。資料は１９ページ、１２５番から１２８番が山下

委員、１２９番から１４５番が杉尾委員、１４６番から１４９番が

大重委員、１５０番から１５９番が夏田委員に関連する議案となっ

ております。 
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つきましては、農業委員会等に関する法律第３１条の規定「議事

参与の制限」に基づき、議案の裁決に参加できませんので、ご理解

のほどよろしくお願いいたします。 

 

 これより、議案第８号、農地中間管理事業に係る農用地利用集積

等促進計画（貸借）についての、１番から１５９番について、質疑

に入ります。 

 なお、１２５番から１５９番については、議事参与制限により、

本日の総会に、関係者がいらっしゃいますので、個別案件で質疑

し、採決いたします。 

 

 まず、１番から１２４番について、質疑のある委員は、挙手をお

願いします。 

 

〔質疑・意見なし〕 

 

 それでは、お諮りいたします。 

 

 議案第８号、農地中間管理事業に係る農用地利用集積等促進計画

（貸借）についての、１番から１２４番について、原案のとおり承

認することに賛成の委員は、挙手をお願いします。 

 

〔賛成多数〕 

 

 賛成多数により、議案第８号、農地中間管理事業に係る農用地利

用集積等促進計画（貸借）についての、１番から１２４番について

は、原案のとおり承認することに、決定しました。 

 

 それでは、１２５番から１２８番の関係者、農業委員５番、山下

委員の退席をお願いします。 

 

〔委員退席〕 

 

 それでは、１２５番から１２８番について、質疑のある委員は、

挙手をお願いします。 

 

〔質疑・意見なし〕 

 

 それでは、お諮りいたします。 
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議 長 

 

 

 

委 員 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

委 員 

 

議 長 

 

 

委 員 

 

議 長 

 

 

 

 

 

委 員 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 議案第８号、農地中間管理事業に係る農用地利用集積等促進計画

（貸借）についての、１２５番から１２８番について、原案のとお

り承認することに賛成の委員は、挙手をお願いします。 

 

〔賛成多数〕 

 

 賛成多数により、議案第８号、農地中間管理事業に係る農用地利

用集積等促進計画（貸借）についての、１２５番から１２８番につ

いては、原案のとおり承認することに、決定しました。 

 

 農業委員５番、山下委員の着席をお願いします。 

 

 それでは、１２９番から１４５番の関係者、農業委員１番、杉尾

委員の退席をお願いします。 

 

〔委員退席〕 

 

 それでは、１２９番から１４５番について、質疑のある委員は、

挙手をお願いします。 

 

〔質疑・意見なし〕 

 

 それでは、お諮りいたします。 

 

 議案第８号、農地中間管理事業に係る農用地利用集積等促進計画

（貸借）についての、１２９番から１４５番について、原案のとお

り承認することに賛成の委員は、挙手をお願いします。 

 

〔賛成多数〕 

 

 賛成多数により、議案第８号、農地中間管理事業に係る農用地利

用集積等促進計画（貸借）についての、１２９番から１４５番につ

いては、原案のとおり承認することに、決定しました。 

 

 農業委員１番、杉尾委員の着席をお願いします。 

 

 それでは、１４６番から１４９番の関係者、農業委員９番、大重

委員の退席をお願いします。 
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委 員 

 

議 長 

 

 

委 員 

 

議 長 

 

 

 

 

 

委 員 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

（職務代理） 

 

委 員 

 

議 長 

（職務代理） 
 

 

 

 

委 員 

 

〔委員退席〕 

 

 それでは、１４６番から１４９番について、質疑のある委員は、

挙手をお願いします。 

 

〔質疑・意見なし〕 

 

それでは、お諮りいたします。 

 

 議案第８号、農地中間管理事業に係る農用地利用集積等促進計画

（貸借）についての、１４６番から１４９番について、原案のとお

り承認することに賛成の委員は、挙手をお願いします。 

 

〔賛成多数〕 

 

 賛成多数により、議案第８号、農地中間管理事業に係る農用地利

用集積等促進計画（貸借）についての、１４６番から１４９番につ

いては、原案のとおり承認することに、決定しました。 

 

 農業委員９番、大重委員の着席をお願いします。 

 

 次の、１５０番から１５９番につきましては、私が議事参与制限

に関係しておりますので、会長職務代理者であります、農業委員３

番、岩元委員と議長を交代し、私は退席いたします。 

 

〔会長 退席・職務代理者農業委員 議長席着席〕 

 

 それでは、１５０番から１５９番について、質疑のある委員は、

挙手をお願いします。 

 

〔質疑・意見なし〕 

 

それでは、お諮りいたします。 

 

 議案第８号、農地中間管理事業に係る農用地利用集積等促進計画

（貸借）についての、１５０番から１５９番について、原案のとお

り承認することに賛成の委員は、挙手をお願いします。 

 

〔賛成多数〕 
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議 長 

（職務代理） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

委 員 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 賛成多数により、議案第８号、農地中間管理事業に係る農用地利

用集積等促進計画（貸借）についての、１５０番から１５９番につ

いては、原案のとおり承認することに、決定しました。 

 

 それでは、会長と議長を交代いたします。会長の議長席への着席

をお願いします。 

 

〔職務代理者農業委員 議長席退席・会長 議長席着席〕 

 

――― 日程第１１――― 

 

次に、日程第１１、農地中間管理事業に係る農用地利用集積等促

進計画貸借の認可について、事務局からの報告を求めます。 

 

それでは、農地中間管理事業に係る農用地利用集積等促進計画の

認可についての報告をいたします。 

資料は別紙になります。農用地利用集積等促進計画の認可・公告

について、鹿児島県知事通知をご覧ください。県知事の認可日は、

令和７年１２月２２日、同日付で公告となっております。概要につ

いては、２ページ、各筆の明細については、３ページから４ページ

をご確認ください。貸付開始日は令和７年１２月３１日を予定して

おり、新規２０筆 ２７，９９３㎡となっております。 

以上で報告を終わります。  

  

ただいまの報告に関し、発言のある方は、挙手をお願いします。 

 

〔質疑・意見なし〕 

 

それでは、この案件は報告ですので、これで終わります。 

 

――― 日程第１２――― 

 

次に、日程第１２、農地利用集積計画（貸借）の合意解約につい

て、事務局からの報告を求めます。 

 

それでは、農用地利用集積計画（貸借）の合意解約報告をいたし

ます。今月は、８件が提出されております。 

内容につきましては、別紙、合意解約（１２月分）をご確認くだ

さい。 
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事務局 

 

議 長 

 

委 員 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

委 員 

 

 

 

議 長 

 

事務局 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

事務局 

 

以上で報告を終わります。 

 

ただいまの報告に関し、発言のある方は、挙手をお願いします。 

 

〔質疑・意見なし〕 

 

それでは、この案件も報告ですので、これで終わります。 

 

――― 日程第１３ ――― 

 

次に、日程第１３、その他ですが、委員の皆さんから、何かござ

いませんか。 

 

〔委員より〕 

農業委員１番より 

○全国農業新聞普及拡大の結果について 

 

事務局からは、何かありませんか。 

 

〔事務局より〕 

○県外研修について（報告） 

○タブレットの操作研修について（現状の説明） 

○農地利用最適化推進委員の応募状況及び今後のスケジュール 

について 

 

それでは、以上をもちまして、令和７年１２月、姶良市農業委員

会総会を、閉会いたします。 

 

姿勢を正してください。一同礼。 

 
 

 

議事録署名委員 

             署名委員            

署名委員            


